
 

大
阪
府
求
職
者
等
教
育
訓
練
支
援
金
支
給
規
則
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

大
阪
府
知
事 

吉
村 

洋
文 

 
 

大
阪
府
規
則
第
七
十
七
号 

 
 

 

大
阪
府
求
職
者
等
教
育
訓
練
支
援
金
支
給
規
則
を
改
正
す
る
規
則 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に

対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ

る
感
染
症
を
い
う
。
）
の
感
染
の
拡
大
等
に
よ
り
、
求
職
活
動
を
行
う
期
間
が
長
期
化
し
て
い

る
求
職
者
及
び
物
価
の
高
騰
の
影
響
を
受
け
て
い
る
求
職
者
の
早
期
の
就
業
並
び
に
雇
用
さ

れ
た
後
の
職
業
に
必
要
な
能
力
の
開
発
及
び
向
上
を
図
る
た
め
、
職
業
に
関
す
る
教
育
訓
練

を
受
け
た
者
を
対
象
と
し
た
求
職
者
等
教
育
訓
練
支
援
金
（
以
下
「
支
援
金
」
と
い
う
。
）
の

支
給
の
申
請
、
決
定
等
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
支
援
金
に
係
る
予
算
の
執
行
に
関
す
る
基
本

的
事
項
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
支
援
金
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。 

（
支
給
の
要
件
） 

第
二
条 

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
に
対
し
、
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四

十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
教

育
訓
練
（
以
下
「
指
定
教
育
訓
練
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
令
和
四
年
十
月
一
日
以
後
に
開
始

し
令
和
六
年
二
月
二
十
九
日
ま
で
に
終
了
し
た
も
の
（
以
下
「
第
一
期
指
定
教
育
訓
練
」
と

い
う
。
）
の
受
講
の
た
め
に
支
払
っ
た
費
用
に
対
す
る
支
援
金
（
以
下
「
第
一
期
支
援
金
」
と

い
う
。
）
を
予
算
の
範
囲
内
で
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

知
事
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
求
職
者
と
し
て
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者 

二 

知
事
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
百
四
十
一
号
）
第
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
労
働
者
の
募
集
（
期
間
の
定
め
の
あ
る
労

働
契
約
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
労
働
者
の
募
集
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
情
報
を
閲

覧
し
、
当
該
募
集
に
応
募
し
て
雇
用
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
第
一
期
指
定
教
育
訓

練
を
受
講
し
、
当
該
指
定
教
育
訓
練
を
令
和
六
年
二
月
二
十
九
日
ま
で
に
修
了
し
た
者 

三 

第
一
期
指
定
教
育
訓
練
を
開
始
し
た
日(

以
下
「
第
一
期
基
準
日
」
と
い
う
。)

に
お
い

て
知
事
が
適
当
と
認
め
る
求
職
活
動
を
継
続
し
て
一
年
以
上
行
っ
て
い
る
者 

四 

第
一
期
基
準
日
に
お
い
て
府
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者 

五 

次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

 
 

イ 

第
一
期
基
準
日
以
前
に
お
い
て
、
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
一

般
被
保
険
者
（
以
下
「
一
般
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
又
は
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
高
年
齢
被
保
険
者
（
以
下
「
高
年
齢
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
た
こ

と
が
な
い
者 

 
 

ロ 

第
一
期
基
準
日
が
当
該
基
準
日
の
直
前
の
一
般
被
保
険
者
又
は
高
年
齢
被
保
険
者
で

な
く
な
っ
た
日
か
ら
雇
用
保
険
法
施
行
規
則(

昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
。
以
下

「
令
」
と
い
う
。)

第
百
一
条
の
二
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
な
い
者 



 
 

ハ 

第
一
期
基
準
日
が
当
該
基
準
日
の
直
前
の
一
般
被
保
険
者
又
は
高
年
齢
被
保
険
者
で

な
く
な
っ
た
日
か
ら
一
年
の
期
間
内
に
あ
り
、
当
該
基
準
日
以
前
に
法
第
六
十
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
教
育
訓
練
給
付
金
（
以
下
「
教
育
訓
練
給
付
金
」

と
い
う
。
）
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
な
く
、
指
定
教
育
訓
練
の
う
ち
令
第
百
一
条
の
二

の
七
第
一
号
に
規
定
す
る
一
般
教
育
訓
練
（
以
下
「
一
般
教
育
訓
練
」
と
い
う
。
）
又
は

同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
一
般
教
育
訓
練
（
以
下
「
特
定
一
般
教
育
訓
練
」
と
い

う
。
）
を
受
講
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
法
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
支
給
要
件

期
間
（
以
下
「
支
給
要
件
期
間
」
と
い
う
。
）
が
一
年
未
満
、
指
定
教
育
訓
練
の
う
ち
令

第
百
一
条
の
二
の
七
第
四
号
に
規
定
す
る
専
門
実
践
教
育
訓
練
（
以
下
「
専
門
実
践
教

育
訓
練
」
と
い
う
。
）
を
受
講
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
支
給
要
件
期
間
が
二
年
未
満
で
あ

る
者 

ニ 

第
一
期
基
準
日
が
当
該
基
準
日
の
直
前
の
一
般
被
保
険
者
又
は
高
年
齢
被
保
険
者
で

な
く
な
っ
た
日
か
ら
一
年
の
期
間
内
に
あ
り
、
当
該
基
準
日
前
三
年
の
期
間
内
に
教
育

訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者 

ホ 

第
一
期
基
準
日
に
お
い
て
一
般
被
保
険
者
又
は
高
年
齢
被
保
険
者
で
あ
り
、
当
該
基

準
日
以
前
に
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
な
く
、
一
般
教
育
訓
練
又
は

特
定
一
般
教
育
訓
練
を
受
講
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
支
給
要
件
期
間
が
一
年
未
満
、
専

門
実
践
教
育
訓
練
を
受
講
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
支
給
要
件
期
間
が
二
年
未
満
で
あ
る

者 

ヘ 

第
一
期
基
準
日
に
お
い
て
一
般
被
保
険
者
又
は
高
年
齢
被
保
険
者
で
あ
り
、
当
該
基

準
日
前
三
年
の
期
間
内
に
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者 

六 

第
一
期
支
援
金
に
係
る
指
定
教
育
訓
練
の
受
講
に
関
し
、
第
一
期
支
援
金
の
支
給
の
決

定
の
日
ま
で
に
、
国
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
の
補
助
金
、
助
成
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
も
の
の
支
給
の
決
定
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。 

七 

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者 

イ 

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
（
幼

稚
園
（
特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
を
含
む
。
）
及
び
小
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
前
期

課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
、
同
法
第
百
二
十
四
条
に

規
定
す
る
専
修
学
校
又
は
同
法
第
百
三
十
四
条
に
規
定
す
る
各
種
学
校
に
在
籍
し
て

い
る
者
（
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
者
を
含
み
、
指
定
教
育
訓
練

を
受
講
す
る
こ
と
に
よ
り
こ
れ
ら
の
学
校
に
在
籍
し
て
い
る
者
及
び
令
第
三
条
の
二

に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
） 

ロ 

法
第
六
条
第
六
号
に
規
定
す
る
者 

ハ 

第
一
期
支
援
金
の
支
給
の
決
定
を
受
け
て
い
る
者 

ニ 

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
又
は
大
阪
府
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成

二
十
二
年
大
阪
府
条
例
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
密
接
関
係

者 
 

ホ 

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る

こ 



と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
な
い
者 

２ 

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
に
対
し
、 

指
定
教
育
訓
練
で
あ
っ
て
令

和
六
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
し
令
和
七
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
に
終
了
し
た
も
の
（
以
下

「
第
二
期
指
定
教
育
訓
練
」
と
い
う
。
）
の
受
講
の
た
め
に
支
払
っ
た
費
用
に
対
す
る
支
援

金
（
以
下
「
第
二
期
支
援
金
」
と
い
う
。
）
を
予
算
の
範
囲
内
で
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

 

イ 

第
二
期
指
定
教
育
訓
練
を
開
始
し
た
日
（
以
下
「
第
二
期
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お

い
て
一
般
被
保
険
者
、
高
年
齢
被
保
険
者
又
は
一
般
被
保
険
者
若
し
く
は
高
年
齢
被
保

険
者
と
し
て
雇
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
職
業
に
必
要
な
能
力
の

開
発
及
び
向
上
に
活
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
第
二
期
指
定
教
育
訓
練
を
受
講
し
、

当
該
指
定
教
育
訓
練
を
令
和
七
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
に
修
了
し
た
も
の 

 

ロ 

イ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
、
次
の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
も
の 

 

⑴ 

前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者 

 

⑵ 

知
事
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
労
働
者
の
募
集
に
関
す
る
情
報
を

閲
覧
し
、
当
該
募
集
に
応
募
し
て
雇
用
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
第
二
期
指
定
教

育
訓
練
を
受
講
し
、
当
該
指
定
教
育
訓
練
を
令
和
七
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
に
修
了
し

た
者 

 

⑶ 

第
二
期
基
準
日
お
い
て
知
事
が
適
当
と
認
め
る
求
職
活
動
を
継
続
し
て
一
年
以
上
行

っ
て
い
る
者 

二 

第
二
期
基
準
日
に
お
い
て
府
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者 

三 

次
の
イ
か
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

 
 

イ 

第
二
期
基
準
日
以
前
に
お
い
て
、
一
般
被
保
険
者
又
は
高
年
齢
被
保
険
者
で
あ
っ
た

こ
と
が
な
い
者 

 
 

ロ 

第
二
期
基
準
日
が
当
該
基
準
日
の
直
前
の
一
般
被
保
険
者
又
は
高
年
齢
被
保
険
者
で

な
く
な
っ
た
日
か
ら
令
第
百
一
条
の
二
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
な
い
者 

 
 

ハ 

第
二
期
基
準
日
が
当
該
基
準
日
の
直
前
の
一
般
被
保
険
者
又
は
高
年
齢
被
保
険
者
で

な
く
な
っ
た
日
か
ら
一
年
の
期
間
内
に
あ
り
、
当
該
基
準
日
以
前
に
教
育
訓
練
給
付
金

の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
な
く
、
指
定
教
育
訓
練
の
う
ち
一
般
教
育
訓
練
又
は
特
定
一

般
教
育
訓
練
を
受
講
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
支
給
要
件
期
間
が
一
年
未
満
、
専
門
実
践

教
育
訓
練
を
受
講
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
支
給
要
件
期
間
が
二
年
未
満
で
あ
る
者 

 
 

ニ 

第
二
期
基
準
日
が
当
該
基
準
日
の
直
前
の
一
般
被
保
険
者
又
は
高
年
齢
被
保
険
者
で

な
く
な
っ
た
日
か
ら
一
年
の
期
間
内
に
あ
り
、
当
該
基
準
日
前
三
年
の
期
間
内
に
教
育

訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者 

 
 

ホ 

第
二
期
基
準
日
が
当
該
基
準
日
の
直
前
の
一
般
被
保
険
者
又
は
高
年
齢
被
保
険
者
で

な
く
な
っ
た
日
か
ら
一
年
の
期
間
内
に
あ
り
、
当
該
基
準
日
前
三
年
の
期
間
内
に
教
育

訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
な
く
、
支
給
要
件
期
間
が
三
年
未
満
で
あ
る
者 

 
 

ヘ 

第
二
期
基
準
日
に
お
い
て
一
般
被
保
険
者
又
は
高
年
齢
被
保
険
者
で
あ
り
、
当
該
基

準
日
以
前
に
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
な
く
、
一
般
教
育
訓
練
又
は

特
定
一
般
教
育
訓
練
を
受
講
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
支
給
要
件
期
間
が
一
年
未
満
、
専



門
実
践
教
育
訓
練
を
受
講
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
支
給
要
件
期
間
が
二
年
未
満
で
あ
る

者 

 
 

ト 

第
二
期
基
準
日
に
お
い
て
一
般
被
保
険
者
又
は
高
年
齢
被
保
険
者
で
あ
り
、
当
該
基

準
日
前
三
年
の
期
間
内
に
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者 

 
 

チ 
第
二
期
基
準
日
に
お
い
て
一
般
被
保
険
者
又
は
高
年
齢
被
保
険
者
で
あ
り
、
当
該
基

準
日
前
三
年
の
期
間
内
に
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
な
く
、
支
給
要

件
期
間
が
三
年
未
満
で
あ
る
者 

四 

第
二
期
支
援
金
に
係
る
指
定
教
育
訓
練
の
受
講
に
関
し
、
第
二
期
支
援
金
の
支
給
の
決

定
の
日
ま
で
に
、
国
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
の
補
助
金
、
助
成
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
も
の
の
支
給
の
決
定
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。 

五 

第
二
期
基
準
日
に
お
い
て
一
般
被
保
険
者
又
は
高
年
齢
被
保
険
者
で
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
雇
用
す
る
事
業
主
が
、
第
二
期
支
援
金
に
係
る
指
定
教
育
訓
練
の
受
講
に

関
し
、
第
二
期
支
援
金
の
支
給
の
決
定
の
日
ま
で
に
、
国
、
府
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体

の
補
助
金
、
助
成
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
支
給
の
決
定
を
受
け
て
い
な
い
こ

と
。 

六 

前
項
第
七
号
イ
、
ロ
、
ニ
及
び
ホ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者 

七 

第
二
期
支
援
金
の
支
給
の
決
定
を
受
け
て
い
な
い
者 

３ 

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
に
対
し
、
指
定
教
育
訓
練
で
あ
っ
て
令

和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
し
令
和
八
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
に
終
了
し
た
も
の
（
以
下

「
第
三
期
指
定
教
育
訓
練
」
と
い
う
。
）
の
受
講
の
た
め
に
支
払
っ
た
費
用
に
対
す
る
支
援

金
（
以
下
「
第
三
期
支
援
金
」
と
い
う
。
）
を
予
算
の
範
囲
内
で
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

 
 

イ 

第
三
期
指
定
教
育
訓
練
を
開
始
し
た
日
（
以
下
「
第
三
期
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お

い
て
一
般
被
保
険
者
、
高
年
齢
被
保
険
者
又
は
一
般
被
保
険
者
若
し
く
は
高
年
齢
被
保

険
者
と
し
て
雇
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
職
業
に
必
要
な
能
力
の

開
発
及
び
向
上
に
活
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
第
三
期
指
定
教
育
訓
練
を
受
講
し
、

当
該
指
定
教
育
訓
練
を
令
和
八
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
に
修
了
し
た
も
の 

 
 

ロ 

イ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
、
次
の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
も
の 

 
 

⑴ 

第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者 

 
 

⑵ 

知
事
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
労
働
者
の
募
集
に
関
す
る
情
報 

を
閲
覧
し
、
当
該
募
集
に
応
募
し
て
雇
用
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
第
三
期
指
定 

教
育
訓
練
を
受
講
し
、
当
該
指
定
教
育
訓
練
を
令
和
八
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
に
修
了 

し
た
者 

 
 

⑶ 

第
三
期
基
準
日
に
お
い
て
知
事
が
適
当
と
認
め
る
求
職
活
動
を
継
続
し
て
一
年
以
上 

行
っ
て
い
る
者 

 

二 

第
三
期
基
準
日
に
お
い
て
府
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者 

 

三 

次
の
イ
か
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

 
 

イ 

第
三
期
基
準
日
以
前
に
お
い
て
、
一
般
被
保
険
者
又
は
高
年
齢
被
保
険
者
で
あ
っ
た

こ
と
が
な
い
者 



 
 

ロ 

第
三
期
基
準
日
が
当
該
基
準
日
の
直
前
の
一
般
被
保
険
者
又
は
高
年
齢
被
保
険
者
で

な
く
な
っ
た
日
か
ら
令
第
百
一
条
の
二
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
な
い
者 

 
 

ハ 

第
三
期
基
準
日
が
当
該
基
準
日
の
直
前
の
一
般
被
保
険
者
又
は
高
年
齢
被
保
険
者
で

な
く
な
っ
た
日
か
ら
一
年
の
期
間
内
に
あ
り
、
当
該
基
準
日
以
前
に
教
育
訓
練
給
付
金

の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
な
く
、
指
定
教
育
訓
練
の
う
ち
一
般
教
育
訓
練
又
は
特
定
一

般
教
育
訓
練
を
受
講
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
支
給
要
件
期
間
が
一
年
未
満
、
専
門
実
践

教
育
訓
練
を
受
講
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
支
給
要
件
期
間
が
二
年
未
満
で
あ
る
者 

 
 

ニ 

第
三
期
基
準
日
が
当
該
基
準
日
の
直
前
の
一
般
被
保
険
者
又
は
高
年
齢
被
保
険
者
で

な
く
な
っ
た
日
か
ら
一
年
の
期
間
内
に
あ
り
、
当
該
基
準
日
前
三
年
の
期
間
内
に
教
育

訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者 

 
 

ホ 

第
三
期
基
準
日
が
当
該
基
準
日
の
直
前
の
一
般
被
保
険
者
又
は
高
年
齢
被
保
険
者
で

な
く
な
っ
た
日
か
ら
一
年
の
期
間
内
に
あ
り
、
当
該
基
準
日
前
三
年
の
期
間
内
に
教
育

訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
な
く
、
支
給
要
件
期
間
が
三
年
未
満
で
あ
る
者 

 
 

ヘ 

第
三
期
基
準
日
に
お
い
て
一
般
被
保
険
者
又
は
高
年
齢
被
保
険
者
で
あ
り
、
当
該
基

準
日
以
前
に
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
な
く
、
一
般
教
育
訓
練
又
は

特
定
一
般
教
育
訓
練
を
受
講
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
支
給
要
件
期
間
が
一
年
未
満
、
専

門
実
践
教
育
訓
練
を
受
講
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
支
給
要
件
期
間
が
二
年
未
満
で
あ

る
者 

 
 

ト 

第
三
期
基
準
日
に
お
い
て
一
般
被
保
険
者
又
は
高
年
齢
被
保
険
者
で
あ
り
、
当
該
基

準
日
前
三
年
の
期
間
内
に
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者 

 
 

チ 

第
三
期
基
準
日
に
お
い
て
一
般
被
保
険
者
又
は
高
年
齢
被
保
険
者
で
あ
り
、
当
該
基

準
日
前
三
年
の
期
間
内
に
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
な
く
、
支
給
要

件
期
間
が
三
年
未
満
で
あ
る
者 

 

四 

第
三
期
支
援
金
に
係
る
第
三
期
指
定
教
育
訓
練
の
受
講
に
関
し
、
第
三
期
支
援
金
の
支

給
の
決
定
の
日
ま
で
に
、
国
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
の
補
助
金
、
助
成
金
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
も
の
の
支
給
の
決
定
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。 

 

五 

第
三
期
基
準
日
に
お
い
て
一
般
被
保
険
者
又
は
高
年
齢
被
保
険
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
雇
用
す
る
事
業
主
が
、
第
三
期
支
援
金
に
係
る
第
三
期
指
定
教
育
訓
練
の
受

講
に
関
し
、
第
三
期
支
援
金
の
支
給
の
決
定
の
日
ま
で
に
、
国
、
府
又
は
他
の
地
方
公
共

団
体
の
補
助
金
、
助
成
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
支
給
の
決
定
を
受
け
て
い
な

い
こ
と
。 

 

六 

第
一
項
第
七
号
イ
、
ロ
、
ニ
及
び
ホ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者 

 

七 

第
三
期
支
援
金
の
支
給
の
決
定
を
受
け
て
い
な
い
者 

４ 

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
に
対
し
、
指
定
教
育
訓
練
で
あ
っ
て
令

和
八
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
し
令
和
九
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
に
終
了
し
た
も
の
（
以

下
「
第
四
期
指
定
教
育
訓
練
」
と
い
う
。
）
の
受
講
の
た
め
に
支
払
っ
た
費
用
に
対
す
る
支

援
金
（
以
下
「
第
四
期
支
援
金
」
と
い
う
。
）
を
予
算
の
範
囲
内
で
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

 
 

イ 

第
四
期
指
定
教
育
訓
練
を
開
始
し
た
日
（
以
下
「
第
四
期
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お

い
て
一
般
被
保
険
者
、
高
年
齢
被
保
険
者
又
は
一
般
被
保
険
者
若
し
く
は
高
年
齢
被
保



険
者
と
し
て
雇
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
職
業
に
必
要
な
能
力
の

開
発
及
び
向
上
に
活
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
第
四
期
指
定
教
育
訓
練
を
受
講
し
、

当
該
指
定
教
育
訓
練
を
令
和
九
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
に
修
了
し
た
も
の 

ロ 
イ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
、
次
の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
も
の 

 
 

 

⑴ 

第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者 

 
 

 

⑵ 

知
事
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
労
働
者
の
募
集
に
関
す
る
情
報

を
閲
覧
し
、
当
該
募
集
に
応
募
し
て
雇
用
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
第
四
期
指

定
教
育
訓
練
を
受
講
し
、
当
該
指
定
教
育
訓
練
を
令
和
九
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
に

修
了
し
た
者 

 
 

 

⑶ 

第
四
期
基
準
日
に
お
い
て
知
事
が
適
当
と
認
め
る
求
職
活
動
を
継
続
し
て
一
年
以

上
行
っ
て
い
る
者 

二 

第
四
期
基
準
日
に
お
い
て
府
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者 

 

三 

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

 
 

イ 

第
四
期
基
準
日
以
前
に
お
い
て
、
一
般
被
保
険
者
又
は
高
年
齢
被
保
険
者
で
あ
っ
た

こ
と
が
な
い
者 

 
 

ロ 

第
四
期
基
準
日
に
お
い
て
、
一
般
被
保
険
者
及
び
高
年
齢
被
保
険
者
で
な
い
者
で
あ

っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

 
 

 

⑴ 

第
四
期
基
準
日
の
直
前
の
一
般
被
保
険
者
又
は
高
年
齢
被
保
険
者
で
な
く
な
っ
た

日
か
ら
令
第
百
一
条
の
二
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
な
い
者 

 
 

 

⑵ 

第
四
期
基
準
日
が
当
該
基
準
日
の
直
前
の
一
般
被
保
険
者
又
は
高
年
齢
被
保
険
者

で
な
く
な
っ
た
日
か
ら
令
第
百
一
条
の
二
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
あ

る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

 
 

 
 

(i) 

第
四
期
基
準
日
以
前
に
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
な
く
、
指 

定
教
育
訓
練
の
う
ち
一
般
教
育
訓
練
又
は
特
定
一
般
教
育
訓
練
を
受
講
す
る
場 

合
に
あ
っ
て
は
支
給
要
件
期
間
が
一
年
未
満
、
専
門
実
践
教
育
訓
練
を
受
講
す
る 

場
合
に
あ
っ
て
は
支
給
要
件
期
間
が
二
年
未
満
で
あ
る
者 

 
 

 
 

(ii) 

第
四
期
基
準
日
前
三
年
の
期
間
内
に
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
こ 

と
が
あ
る
者 

 
 

 
 

(iii) 

第
四
期
基
準
日
以
前
に
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者 

で
あ
っ
て
、
当
該
基
準
日
前
三
年
の
期
間
内
に
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け 

た
こ
と
が
な
く
、
支
給
要
件
期
間
が
三
年
未
満
で
あ
る
も
の 

ハ 

第
四
期
基
準
日
に
お
い
て
一
般
被
保
険
者
又
は
高
年
齢
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

 
 

 

⑴ 

第
四
期
基
準
日
以
前
に
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
な
く
、
一
般

教
育
訓
練
又
は
特
定
一
般
教
育
訓
練
を
受
講
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
支
給
要
件
期

間
が
一
年
未
満
、
専
門
実
践
教
育
訓
練
を
受
講
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
支
給
要
件
期

間
が
二
年
未
満
で
あ
る
者 

 
 

 

⑵ 

第
四
期
基
準
日
前
三
年
の
期
間
内
に
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が

あ
る
者 



 
 

 

⑶ 

第
四
期
基
準
日
以
前
に
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者
で
あ

っ
て
、
当
該
基
準
日
前
三
年
の
期
間
内
に
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と

が
な
く
、
支
給
要
件
期
間
が
三
年
未
満
で
あ
る
も
の 

 

四 
第
四
期
支
援
金
に
係
る
第
四
期
指
定
教
育
訓
練
の
受
講
に
関
し
、
第
四
期
支
援
金
の
支

給
の
決
定
の
日
ま
で
に
、
国
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
の
補
助
金
、
助
成
金
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
も
の
の
支
給
の
決
定
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。 

 

五 

第
四
期
基
準
日
に
お
い
て
一
般
被
保
険
者
又
は
高
年
齢
被
保
険
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
雇
用
す
る
事
業
主
が
、
第
四
期
支
援
金
に
係
る
第
四
期
指
定
教
育
訓
練
の
受

講
に
関
し
、
第
四
期
支
援
金
の
支
給
の
決
定
の
日
ま
で
に
、
国
、
府
又
は
他
の
地
方
公
共

団
体
の
補
助
金
、
助
成
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
支
給
の
決
定
を
受
け
て
い
な

い
こ
と
。 

 

六 

第
一
項
第
七
号
イ
、
ロ
、
ニ
及
び
ホ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者 

 

七 

第
四
期
支
援
金
の
支
給
の
決
定
を
受
け
て
い
な
い
者 

（
支
援
金
の
額
） 

第
三
条 

第
一
期
支
援
金
の
額
は
、
第
一
期
支
援
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
第
一
期

指
定
教
育
訓
練
の
受
講
の
た
め
に
支
払
っ
た
費
用
の
う
ち
、
入
学
料
、
受
講
料
そ
の
他
知
事

が
別
に
定
め
る
も
の
の
合
計
額
（
当
該
第
一
期
指
定
教
育
訓
練
の
受
講
の
た
め
に
支
払
っ
た

費
用
の
額
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
当
該
第
一
期
指
定
教
育
訓
練
に
係
る
指
定
教
育
訓
練
実
施

者
（
法
第
十
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
教
育
訓
練
実
施
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

よ
り
証
明
が
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満

の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。 

２ 

第
二
期
支
援
金
の
額
は
、
第
二
期
支
援
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
第
二
期
指
定

教
育
訓
練
の
受
講
の
た
め
に
支
払
っ
た
費
用
の
う
ち
、
入
学
料
、
受
講
料
そ
の
他
知
事
が
別

に
定
め
る
も
の
の
合
計
額
（
当
該
第
二
期
指
定
教
育
訓
練
の
受
講
の
た
め
に
支
払
っ
た
費
用

の
額
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
当
該
第
二
期
指
定
教
育
訓
練
に
係
る
指
定
教
育
訓
練
実
施
者

に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き

は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当

該
額
が
二
十
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
二
十
万
円
と
す
る
。 

 

一 

当
該
第
二
期
指
定
教
育
訓
練
の
目
標
が
、
知
事
が
別
に
定
め
る
資
格
の
取
得
等
で
あ
る

場
合 

 

四
分
の
三 

 

二 

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合 

二
分
の
一 

３ 

第
三
期
支
援
金
の
額
は
、
第
三
期
支
援
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
第
三
期
指
定

教
育
訓
練
の
受
講
の
た
め
に
支
払
っ
た
費
用
の
う
ち
、
入
学
料
、
受
講
料
そ
の
他
知
事
が
別

に
定
め
る
も
の
の
合
計
額
（
当
該
第
三
期
指
定
教
育
訓
練
の
受
講
の
た
め
に
支
払
っ
た
費
用

の
額
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
当
該
第
三
期
指
定
教
育
訓
練
に
係
る
指
定
教
育
訓
練
実
施
者

に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き

は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当

該
額
が
二
十
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
二
十
万
円
と
す
る
。 



 

一 

当
該
第
三
期
指
定
教
育
訓
練
の
目
標
が
、
知
事
が
別
に
定
め
る
資
格
の
取
得
等
で
あ
る

場
合 

四
分
の
三 

 
二 
前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合 

二
分
の
一 

４ 

第
四
期
支
援
金
の
額
は
、
第
四
期
支
援
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
第
四
期
指
定

教
育
訓
練
の
受
講
の
た
め
に
支
払
っ
た
費
用
の
う
ち
、
入
学
料
、
受
講
料
そ
の
他
知
事
が
別

に
定
め
る
も
の
の
合
計
額
（
当
該
第
四
期
指
定
教
育
訓
練
の
受
講
の
た
め
に
支
払
っ
た
費
用

の
額
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
当
該
第
四
期
指
定
教
育
訓
練
に
係
る
指
定
教
育
訓
練
実
施
者

に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き

は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当

該
額
が
二
十
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
二
十
万
円
と
す
る
。 

 

一 

当
該
第
四
期
指
定
教
育
訓
練
の
目
標
が
、
知
事
が
別
に
定
め
る
資
格
の
取
得
等
で
あ
る

場
合 

四
分
の
三 

 

二 

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合 
二
分
の
一 

５ 

前
各
項
に
規
定
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
当
該
費
用
の
一
部
の
還
付
そ
の
他
の
知
事
が
別
に

定
め
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
当
該
費
用
の
一
部
を
除
い
た
も
の
に
限
る
。 

（
支
援
金
の
支
給
の
申
請
） 

第
四
条 

支
援
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
知
事
に
対
し
、
そ
の
定
め
る
期
日
ま
で 

に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

当
該
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
申
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

（
支
援
金
の
支
給
の
決
定
等
） 

第
五
条 

知
事
は
、
支
援
金
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
の
内
容
を
審
査
し
、
支
援

金
の
支
給
の
可
否
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
適
正
な
支
給
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
支

援
金
の
支
給
の
申
請
に
係
る
事
項
に
つ
き
修
正
を
加
え
て
支
援
金
の
支
給
の
決
定
を
す
る

こ
と
が
あ
る
。 

３ 

知
事
は
、
申
請
に
係
る
書
類
等
に
形
式
上
の
不
備
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
申
請

を
し
た
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
相
当
の
期
限
を
定
め
て
そ
の
補
正
を

求
め
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
相
当
の
期
間
内
に
申
請
者
が
補
正
を
行
わ
な

か
っ
た
と
き
は
、
知
事
は
、
当
該
申
請
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
あ
る
。 

（
支
援
金
の
支
給
の
決
定
の
通
知
） 

第
六
条 

知
事
は
、
支
援
金
の
支
給
の
可
否
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
決
定
の

内
容
を
、
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
支
給
未
済
の
支
援
金
） 

第
七
条 

第
二
条
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す
申
請
者
が
支
援
金
の
支
給
の
申
請
を
し
た
後
に
死

亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
支
援
金
で
ま
だ
支
給
さ
れ
て
い
な
い

も
の
が
あ
る
と
き
は
、
申
請
者
の
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻

関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ
た
者
を
含
む
。
）
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
又
は
兄
弟
姉
妹
で



あ
っ
て
、
そ
の
者
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
も
の
（
以
下
「
遺
族
」

と
い
う
。
）
は
、
自
己
の
名
で
、
知
事
が
別
に
定
め
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の

未
支
給
の
支
援
金
の
支
給
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
未
支
給
の
支
援
金
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
者
の
順
位
は
、
同
項
に
規

定
す
る
順
序
に
よ
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
未
支
給
の
支
援
金
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
同
順
位
者
が
二
人
以
上

あ
る
と
き
は
、
そ
の
一
人
の
し
た
申
請
は
、
全
員
の
た
め
そ
の
全
額
に
つ
き
し
た
も
の
と
み

な
し
、
そ
の
一
人
に
対
し
て
し
た
支
給
は
、
全
員
に
対
し
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
た
遺
族
が
第
二
条
第
一
項
第
七
号
ニ
又
は
ホ
に
該
当
す
る

と
き
は
、
支
援
金
を
支
給
し
な
い
。 

５ 

第
五
条
及
び
前
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
遺
族
が
支
援
金
の
支
給
を
申
請
す

る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
三
項
中
「
当
該
申
請
を
し

た
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請

し
た
遺
族
」
と
、
前
条
中
「
申
請
者
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
し

た
遺
族
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
決
定
の
取
消
し
） 

第
八
条 

知
事
は
、
支
援
金
の
支
給
の
決
定
を
受
け
た
申
請
者
（
遺
族
が
支
援
金
の
支
給
の
決

定
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
死
亡
し
た
者
）
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
き
は
、
支
援
金
の
支
給
の
決
定
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。 

 

一 

次
の
イ
か
ら
二
ま
で
に
掲
げ
る
支
援
金
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
二
ま
で
に
定
め

る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
（
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
。 

 
 

イ 

第
一
期
支
援
金 

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
当
時
に
第
二
条
第
一
項
第
一

号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
又
は
同
条
第
一
項

第
七
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。 

 
 

ロ 

第
二
期
支
援
金 

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
当
時
に
第
二
条
第
二
項
第
一

号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
又
は

同
条
第
一
項
第
七
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
該
当
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。 

 
 

ハ 

第
三
期
支
援
金 

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
当
時
に
第
二
条
第
三
項
第
一

号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
又
は

同
条
第
一
項
第
七
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
該
当
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。 

 
 

ニ 

第
四
期
支
援
金 

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
当
時
に
第
二
条
第
四
項
第
一

号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
又
は

同
条
第
一
項
第
七
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
該
当
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。 

二 

第
二
条
第
一
項
第
七
号
ニ
若
し
く
は
ホ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と

き
（
支
援
金
を
支
給
し
た
後
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
を
除
く
。
） 

又
は
第
四

条
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
当
時
に
同
号
ニ
若
し
く
は
ホ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し

て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。 

三 

第
二
条
第
一
項
第
七
号
ホ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
重
大
な
不
正
行
為
を
し
た
と

知
事
が
認
め
た
と
き
。 

 

四 

第
四
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
書
類
等
に
記
載
さ
れ
た
内
容
に
虚
偽
が
判
明
し
た



と
き
。 

２ 

知
事
は
、
遺
族
が
支
援
金
の
支
給
の
決
定
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
遺
族
が
次
の 

 
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
支
援
金
の
支
給
の
決
定
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。 

 

一 
第
二
条
第
一
項
第
七
号
ニ
若
し
く
は
ホ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き

（
支
援
金
を
支
給
し
た
後
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
又
は
前
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
申
請
を
し
た
当
時
に
第
二
条
第
一
項
第
七
号
ニ
若
し
く
は
ホ
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。 

 

二 

第
二
条
第
一
項
第
七
号
ホ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
重
大
な
不
正
行
為
を
し
た
と
知

事
が
認
め
た
と
き
。 

 

三 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
を
し
た
書
類
に
記
載
さ
れ
た
内
容
に
虚
偽
が
判
明

し
た
と
き
。 

３ 

知
事
は
支
援
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
申
請
者
又
は
遺
族
（
以
下
「
申
請
者
等
」
と

い
う
。
）
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
、
知
事
が
定
め
る
期
日
ま
で
に
支
援
金
の
支
給

が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
支
援
金
の
支
給
の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。 

４ 

第
六
条
の
規
定
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
取
消
し
を
し
た
場
合
に
つ
い
て

準
用
す
る
。 

（
支
援
金
の
返
還
） 

第
九
条 

知
事
は
、
支
援
金
の
支
給
の
決
定
を
取
り
消
し
た
場
合
に
お
い
て
、
既
に
支
援
金
が

支
給
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
返
還
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

支
援
金
の
返
還
に
係
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
等
の
負
担
と
す
る
。 

（
違
約
金
及
び
延
滞
金
） 

第
十
条 

申
請
者
等
は
、
第
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
取
消
し
（
同
条
第
一
項 

の
規
定
に
よ
る
取
消
し
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
） 

に
関
し
、
支
援
金
の
返
還
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
き
は
、
支
援
金
の
返
還
の
ほ
か
、
違
約
金
を
支 

払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
府
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
違
約

金
の
額
は
、
支
援
金
の
受
領
の
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
、
当
該
支
援
金
の
額

（
そ
の
一
部
を
納
付
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
後
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
既
納
額
を
控
除
し

た
額
）
に
つ
き
年
十
・
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
す
る
。 

２ 

前
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
違
約
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
申
請

者
等
の
納
付
し
た
金
額
が
返
還
を
命
ぜ
ら
れ
た
支
援
金
の
額
に
達
す
る
ま
で
は
、
そ
の
納
付

金
額
は
、
ま
ず
当
該
返
還
を
命
ぜ
ら
れ
た
支
援
金
の
額
に
充
て
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。 

３ 

申
請
者
等
は
、
支
援
金
の
返
還
を
命
ぜ
ら
れ
、
こ
れ
を
納
期
日
ま
で
に
納
付
し
な
か
っ
た

と
き
は
、
納
期
日
の
翌
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
、
そ
の
未
納
付
額
に
つ
き
年

十
・
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算
し
た
額
の
延
滞
金
を
府
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

４ 

第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
定
め
る
違
約
金
又
は
延
滞
金
の
額
の
計
算
に
つ
き
こ
れ
ら
の

規
定
に
定
め
る
年
当
た
り
の
割
合
は
、
閏

じ
ゆ
ん

年
の
日
を
含
む
期
間
に
つ
い
て
も
、
三
百
六
十
五

日
当
た
り
の
割
合
と
す
る
。 

５ 

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
違
約
金
及
び
延
滞
金
の
納
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 



（
適
用
除
外
） 

第
十
一
条 

支
援
金
に
関
し
て
は
、
大
阪
府
補
助
金
交
付
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
大
阪
府
規
則

第
八
十
五
号
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

（
委
任
） 

第
十
二
条 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
支
援
金
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知 

 

事
が
別
に
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則(

令
和
五
年
規
則
第
二
七
号)

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則(

令
和
六
年
規
則
第
六
三
号)

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則(

令
和
七
年
規
則
第
二
二
号)
抄 

(

施
行
期
日)

 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

(

人
の
資
格
に
関
す
る
経
過
措
置)

 

２ 

拘
禁
刑
又
は
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
係
る
他
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
と
さ
れ
、
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
又
は
改
正
前
若
し
く
は
廃
止
前
の
規

則
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
人
の
資
格
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
無
期
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
無
期
の
禁
錮(

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

令

和
四
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法(

明
治
四
十
年
法
律
第
四

十
五
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
刑
法
」
と
い
う
。)

第
十
三
条
に
規
定
す
る
禁
錮
を
い

う
。
以
下
同
じ
。)

に
処
せ
ら
れ
た
者
と
、
有
期
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
刑
期
を
同
じ
く

す
る
有
期
の
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
、
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
刑
期
を
同
じ
く
す
る
旧

刑
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
み
な
す
。 

附 

則(

令
和
七
年
規
則
第
五
〇
号)

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


